
広　報 へ　　き

おしらせ
山
口
県
で
は
、
次
の
よ
う
な
昭
和

5
2
年
の
各
種
試
験
が
行
わ
れ
ま
す

１
採
石
業
務
管
理
者
試
験

（
一
）
日
時
　
６
月
７
日
午
前
1
0
時
か
ら
正

午
ま
で

（
二
）
場
所
　
県
社
会
福
祉
会
館

（
三
）
願
書
受
付
期
間
　
５
月
２
日
か
ら
同

月
2
0日
ま
で

２
電
気
工
事
士
試
験

（
一
）
日
時
及
び
場
所
　
（
ア
）
筆
記
試
験
、
６

月
1
9
日
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で
　
徳
山
大
学
及
び
県
立
下
関
工
業

高
校
　
（
イ
）
技
能
試
験
　
昭
和
5
2
年
８

月
７
日
午
前
９
時
3
0分
か
ら
　
徳
山

大
学
に
て

（
二
）
願
書
受
付
期
間
　
昭
和
5
2
年
４
月
2
5

日
か
ら
同
年
５
月
1
4
日
ま
で

３
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験

（
一
）
日
時
　
昭
和
5
2
年
７
月
3
0
日
（
予
定
）

（
二
）
場
所
　
県
社
会
福
祉
会
館
（
予
定
）

（
三
）
願
書
受
付
期
間
　
６
月
2
0

日
か
ら
同
年
７
月
1
4
日
ま
で

以
上
試
験
の
受
験
資
格
及
び

願
書
な
ど
の
請
求
・
提
出
先

は
次
の
通
り
で
す
。

○
受
験
資
格
　
年
齢
、
性
別
、
職
歴
、

学
歴
な
ど
特
別
の
制
限
は
な
い
。

○
願
書
な
ど
の
請
求
及
び
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号（
〒
７
５
３
）

県
商
工
労
働
部
商
工
課

４
二
級
建
築
士
試
験

（
一
）
日
時
及
び
場
所
「
学
科
」
７
月
2
3
日

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
3
0分
ま
で

山
口
大
学
教
養
部
に
て

「
設
計
製
図
」
９
月
1
6日
午
前
1
2時

か
ら
午
後
４
時
3
0分
ま
で

県
立
山
口
農
業
高
校
に
て

（
二
）
受
付
期
間
　
５
月
1
6
日
か
ら
同
月
2
0

日
ま
で

（
三
）
受
験
資
格
　
建
築
士
法
（
昭
和
2
5
年

法
律
第
二
〇
二
号
）
第
1
5
条
に
該
当

す
る
人
。

（
四
）
受
験
申
込
書
の
請
求
先
　
山
口
県
建

築
士
会
（
山
口
市
大
分
町
５
の
４
）

又
は
そ
の
支
部

（
五
）
受
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

山
口
巾
滝
町
一
ノ
一

県
土
木
建
築
部
建
築
課

電
気
事
故
を

な
く
し
ま
し
ょ
う

コ
イ
の
ぼ
り
を
立
て
る
際
に
は
チ
ョ

ッ
ト
ご
注
意
を

こ
れ
く
ら
い
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
い

た
棒
が
倒
れ
て
電
線
を
切
っ
た
り
、
コ

イ
の
ぼ
り
が
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
電
線

に
ふ
れ
た
り
し
て
、
停
電
等
の
事
故
が

毎
年
発
生
し
て
い
ま
す
。

コ
イ
の
ぼ
り

は
配
電
線
か
ら
離
れ
た

所
に
た
て
る
よ
う
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

中
国
電
力

長
門
営
業
所

家事相談

山
口
家
庭
裁
判
所
で
は
夫

婦
、
親
子
、
そ
の
他
家
庭
内

親
族
間
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題

に
つ
い
て
、
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
相
談
は
す
べ
て
無

料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
遠
慮
な
く
気
軽
に

お
い
で
下
さ
い
。

◎
相
談
の
場
所

山
口
家
庭
裁
判
所
萩
支
部
　
萩
市
江

向
四
六
九
　
電
話
萩
（
２
）
０
０
四
七
（
萩

市
バ
ス
セ
ン
タ
ー
よ
り
徒
歩
十
分
）

◎
相
談
の
日
時

休
祭
日
を
の
ぞ
き
毎
日
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
、
た
だ
し
土
曜
日
は

午
前
九
時
か
ら
十
二
時
ま
で

青
い
鳥
葉
書
の
発
行

身
障
者
一
、
二
級
に

身
体
障
害
者
福
祉
強

調
運
動
に
ち
な
ん
で
郵

便
葉
書
が
発
行
さ
れ
ま

す
。

（
一
）
　
配
布
対
象
者
「
身

体
障
害
者
程
度
等
級

者
」
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
し
、
か

つ
昭
和
5
2
年
４
月
１
日
現
在
満
６
歳
以

上
の
も
の
。

（
二
）
　
申
出
　
身
体
障
害
者
手
帳
、
印
鑑

持
参
の
上
、
も
よ
り
の
郵
便
局
へ
。

（
代
理
人
で
も
結
構
）

（
三
）
　
申
出
受
付
期
間
　
昭
和
5
2
年
４
月

１
日
か
ら
同
年
５
月
3
1日
ま
で

（
四
）
　
配
布
枚
数
　
対
象
者
一
人
に
つ
き

2
0枚

危
険
物
取
扱
者
試
験

危
険
物
取
扱
者
の
試
験
が
左
記
の
と

お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

○
種
類
　
２
種
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、

６
類
及
び
丙
種

○
日
時
　
昭
和
5
2年
６
月
1
7日
午
前
1
0

時
か
ら
（
９
時
3
0分
ま
で
受
付
完
了

の
こ
と
）

○
場
所
　
長
門
市
長
門
地
区
消
防
本
部

○
試
験
科
目
　
危
険
物
に
関
す
る
法
令

危
険
物
の
性
質
並
び
に
そ
の
火
災
予

防
及
び
消
火
の
方
法
等

○
受
付
期
間
　
５
月
２
日
か
ら
同
月
1
7

日
ま
で

○
受
験
願
書
の
提
出
期
限
　
５
月
2
1日

ま
で
に
長
門
地
区
消
防
本
部
へ

詳
細
に
つ
い
て
は
、
長
門
地
区
消
防
本

部
予
防
課
へ
　
（
℡
長
門
②
３
１
１
１
）

年
金
だ
よ
り

未
加
入
者
は
す
ぐ
届
出
を

現
在
、
わ
が
国
で
は
、
会
社
勤
め
の

人
は
厚
生
年
金
保
険
、
船
員
は
船
員
保

険
、
ま
た
、
公
務
員
に
は
各
種
共
済
組

合
と
い
う
よ
う
に
、
国
が
行
っ
て
い

る
年
金
制
度
が
八
つ
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
、

二
十
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
人
で
農

業
や
商
業
を
し
て
お
り
、
ど
の
年
金

制
度
に
も
加
入
し
て
い
な
い
人
た
ち
を

対
象
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
や

昼
問
部
の
学
生
な
ど
は
希
望
す
れ
ば
、

国
民
年
金
に
加
人
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。国

民
年
金
の
給
付
に
は
、
年
を
と
っ

だ
と
き
に
受
け
る
老
齢
年
金
、
不
慮
の

事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
者
と
な
っ
た
と

き
に
は
障
害
年
金
、
ま
た
不
幸
に
し
て

ご
主
人
と
死
別
さ
れ
母
子
状
態
と
な
っ

た
と
き
に
は
母
子
年
金
と
い
っ
た
よ
う

に
様
々
な
年
金
が
あ
り
ま
す
。

老
齢
年
金
は
。
原
則
と
し
て
保
険
料

を
二
十
五
年
（
昭
和
五
年
四
月
一
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
に
つ
い
て
は
、
年
齢

に
応
じ
て
十
年
か
ら
二
十
四
年
に
短
縮

さ
れ
ま
す
。
）
以
上
納
め
て
お
れ
ば
、
保

険
料
を
納
め
た
期
間
に
応
じ
て
年
金
額

が
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
。
若
い
う
ち
に
、
期
間

が
十
分
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
。
加
入
し

な
い
で
い
る
と
、
せ
っ
か
く
の
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
聞
も
時
効

（
二
年
）
に
よ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、
将
来
、
自
分
の
受
け
る

年
金
の
額
も
次
第
に
減
っ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
悪
く
す
る
と
、

二
十
五
年
の
期
間
さ
え
も
満
た
す
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
年
を
と
っ
た
と
き

に
何
の
年
金
も
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

ま
た
、
障
害
年
金
や
母
子
年
金
な
ど

に
つ
い
て
も
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
て
お
ら
な
け
れ
ば
、
年

金
は
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
事
故
が
あ
っ
て
か
ら
あ
わ
て
て
加

入
し
て
も
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
に
加
入
で
き

る
資
格
が
あ
る
の
に
加
入
し
な
い
と
い

う
こ
と
は
年
金
を
受
け
る
権
利
を
自
ら

放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

も
し
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な

い
人
が
あ
れ
ば
、
い
ま
す
ぐ
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

受
給

者

は
現
況

届

を

国
民
年
金
の
障
害
年
金
、
母
子
年
金
、

遺
児
年
金
及
び
寡
婦
年
金
の
受
給
者
の

皆
さ
ん
、
本
年
も
「
国
民
年
金
受
給
権

者
現
況
届
」
を
提
出
す
る
と
き
が
き
ま

し
た
。

こ
の
現
況
届
は
、
現
在
受
け
て
い
る

年
金
を
今
後
も
引
き
続
き
受
け
る
資
格

が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

に
、是
非
必
要
な
届
書
で
あ
り
、
毎
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
に
役
場
に
提
出
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ

な
い
場
合
は
、
九
月
期
の
支
払
分
か
ら

年
金
の
支
給
が
止
め
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
昭
和
五
十
一
年
六
川
一
日
以

後
に
、
年
金
を
受
け
は
じ
め
た
人
や
、

年
金
額
の
改
定
を
受
け
た
人
、
及
び
、

年
金
の
支
給
停
止
を
解
除
さ
れ
た
人
は

本
年
の
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
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